
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 夏季公開研究会（講演） 

 

東京都立田無特別支援学校 

５校連携アドバンス・プロジェクト（第 3回） 

 

１．研究テーマ

『消費者トラブルの現状と消費者教育の指導法』 
 
 
』 

２．講演内容
   東京都消費生活総合センター活動推進課 消費者教育コーデイネーターの大窪伸幸氏、活動

推進課 課長代理の伊藤甫氏をお招きし、消費者トラブルの現状と消費者教育の指導法につい

て、ICT機器の利用、グループワークをとおして講演いたします。 

現代の発達した消費社会では、交通系 ic カードを始めとした、身近ではあるが多様化、 

潜在化した決算手段に溢れています。特別支援学校の生徒は卒業後、企業や作業所で勤務し

て賃金を受け取ります。また、一人通学の生徒は現在も交通系 ic カードを使い、コンビニや

自動販売機で消費生活を行っています。スマホを持参している生徒も多く、インターネット

での消費活動も身近になってきています。 

この様な現代社会で、トラブルに巻き込まれないために、また巻き込まれても相談する手

段について具体的に学ぶことが必要です。 

消費生活は、自立した生活の基本です。社会に出る前の高等部だけでなく、小学部や中学

部から身に付けるべき学習内容です。 

是非、先生方の御参加をお待ちしております。 

 

３．東京都消費生活総合センターについて  
 令和２年度、東京都消費者教育コーディネーターが設置され、主に高等学校における消費

者教育コーディネートを開始し、令和４年度からは中学校、令和５年度からは特別支援学校

に拡大されました。特別支援学校用教材の作成、実施校との相談・協議による教材提供や講

師の派遣、消費者教育のアクテｲブ・ラーニングの導入など東京都の消費者教育を支援してい

ただいています。 

 

    
第３回

テーマ 「消費者トラブルの現状と消費者教育の指導法」         

講師   東京都消費生活総合センター活動推進課 

     消費者教育コーディネーター 大窪 伸幸氏 

     課長代理          伊藤 甫氏 

日時   ８月 22 日（木）午後２時から午後 4 時まで 

    （午後１時 30 分より受付開始） 

場所   東京都立田無特別支援学校 体育館または視聴覚室 

４．申込方法

右の QR コードより申込をお願いいたします。 

５．締切

第 3 回講演会受付締切  ：令和 6 年７月 31 日（木） 

＊各校 15 名程度の優先枠を設定しています。 

        【問い合わせ】 
東京都立田無特別支援学校 
副校長     篠原 正樹 

  主幹教諭   栗林 なつき 
  担当教諭   横山 真理子 

電話     042(463)6262 


